
ハンセン病回復者とその家族等に関する支援制度

制度の名称 制度の概要等 対象者・補償金額 担当窓口

退所者給与金制度

．・ハンセン病問題 の

解決の促進に関する

法律、退所者給与金

支給要綱

＊療養所への非入所者

の方へも非入所者給与

金が支給される。

平成１３年５月の「′・ンセン病問題内閣

総理大臣談話」において言及された「退所

者給与金について、原告・弁護団と協議を

行い平成１４年度からハンセン病療養所退

所者の福祉の増進を目的として本制度が

実施され、偶数月に ２

　

か月分が支給され

る。８月には現況届の提出が必要。

・既退所者・・ハンセン病療養所

の入所経験があり、Ｈ１４．４．１ 前

に 既 に退 所ししている者 一月

１７６，１００円支給

・新規退所者Ｈ１４．４．１以後に退

所した者・・月 ２６４，１００円支給

厚生労働省健康

局難病対策課ノ・

ンセン病係：

下ＥＬ０３－５２５３－１ト１１

（内２３６の

２

特定配偶者等支援
制 度・・ハンセン病問

題の解決の促進に関

する法律、退所者給与

金支給要綱

平成２７年１０月より、上記の退職者給

与金受給者の御遺族の生活の安定を図る

ことを目的として、退所者給与金受給者の

方の死亡後、その配偶者又は御両親に対し

て月額１２８，０００円の支援金が支給される

もの。配偶者と一親等の尊属の両方がいる

場合は、原則として配偶者に支給される。

・支給対象者以下の①②のいず

れも満たす者

①死亡時に生計を共にしていた

配偶者又は一親等の尊属（父

母、義父母）

②退所者給与金の支給期間を

通じて１回以上の扶養加算の対

象となったことがあること。

厚生労働省健康

局難病対策課ノ・

ンセン病係：

下ＥＬ０３一５２５３－１「１１

（内２３６の

３

ハンセン病元患者家

族に対する補償金

制 度・・２０１ｑ（今和

元年）１１

　

月

　

－５

　

日に

議員立法により「′・ン

セン病元患者家族に

対する補償金の支給

等に関する法律」同年

１ー／２２施行

ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病

元患者家族が偏見と差別の中で、元患者と

の間に望んでいた家族関係が形成 さな

い等の長年にわたり多大な苦痛と苦難を強

いられたこと等に対する補償金が法律の施

行日 ある２０１９年１１月２２日より支給

開始された。請求期限は法施行日から５年

以内（２０２４年１１月２ー

　

日）。申請には戸

籍謄本等が必要。熊本市及び合志市はそ

の発行手数料を無料とし、家族の手続きを

支援している。

・－ｑｑ６年（Ｈ８法 の間（らい予

防法が廃止されるまでの間）に

ハンセン病の発病歴・国内等居

住歴のある方と下記の関係があ

った方で生存者に限定される。

．配偶者・親子－８０万円

．兄弟姉妹

　

１３０万円

．祖父母・孫、曾祖父母・ひ孫・お

じ．お‘・甥・姪で同居していた方

１３０万円

・請求窓ロ

厚生労働省補償金

担当窓ロ

下ＥＬ０３一３５ｑ５－２２６２

・受付時間

ｌｏ：００～１６：００

．宛先：〒ヒ００‐８ｑ１６

東京都千代田区霞が

関

　

１‐２‐２ 厚生省健

康局補償金宛

４

旧優生保護法一時

金 制 度・・２０１ｑ（平

成３１年）４月２４日に

議員立法により「旧優

生保護法一時金支給

法」施行

　

ハンセン病療養所等では、旧優生保護

法に基づき、ハンセン病であることを理由と

して多〈の元患者さんが中絶や生殖を不能

にする手術を強制されました。そのことによ

って′Ｇ身に多大な苦痛を受けたことに対す

る国より一時金が支給されるものである。

・昭和 ２３年ｑ月 １１ 日から

平成８ 年９月

　

２５

　

日ま に

優生手術受けた方。金額は

３２０万円

・請求期限は法施行日から

　

５

年以内（２０２４ 年 ４

　

月

　

２３

日）。

旧優生保護法一時

金受付・相談窓ロ：

熊本県

下ＥＬ

　

Ｏ９６－３３３一２３５２

（専用）

上記の相談はりんどう相談支援センターで可能です。

熊本県ハンセン病問題相談・支援センター（りんどう相談支援センター）

　

月曜～金曜（祝祭日除く）ｑ：００～１６：００

　

メール相談有 相談無料韻ｏｑ６－３６５‐７６０６


